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申請手続きの流れ

相談受付

☎０１５５－６５－４１６９
撮影案件発生

必要手続き取りまとめ

撮影者へ案内

撮影について判断

撮影が可能か

申請が必要か

撮影可否取りまとめ

撮影者へ連絡
完了

申請手続き

申請書受理

許可手続き

許可書を撮影者へ通知許可書受理

使用料納入確認

可能

不可

必要

不要

申請書類受理日から

１４日以内に処理

（不備のない場合）

使用料支払い

使用料がある場合


